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1 一般的対応

( 1) 性別変更の儲出があった場合におい

さ才もている十全労IJを;選

として、
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2 個別的対応

( 1 ) 厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115号)等の規定により、離婚等を

して婚姻期間中の厚生年金記録が分割されている者から性別変更の届出

があった場合においては、現行の社会保険オンラインシステム上、適正な

記録管理を行うため、性別変更前 a後の年金記録について、それぞれに基

礎年金番号を付番して管理すること。ただし共済組合等から提供される

共済組合員記録の取扱いについてはこの限りでないこと。

( 2 ) 性別変更後においては、性別変更前の基礎年金番号を引き続き利用でき

るようにするとともに、性別変更前の年金記録には、特定の配列でない基

礎年金番号を付番すること。

( 3) 届出人の戸籍謄本又は戸籍抄本を確認した上で、性別変更後の年金記録

において、性別変更の審判の確定日等、性別変更に係る事実関係を把握で

きるようにするとともに、性別変更前の年金記録が他の基礎年金番号で管

理されていることを把握できるようにすること。

(4) 性別変更前の年金記銭においても、性別変更の審判の確定日等、性別変

更に係る事実関係を把握できるようにするとともに、性別変更後の年金記

録が他の基礎年金番号で管理されていることを把握できるようにするこ

と。

( 5 ) 通知等の発送に当たっては、性別変更前・後の年金記録に対して、それ

ぞれ基礎年金番号が付番されていることに留意し、適正に事務処理を行う

こと。


